
 

仙台市水道局営繕工事における週休２日工事実施要領の一部改正 

 

 

仙台市水道局営繕工事における週休２日工事実施要領（令和７年 10月 14日 給水部長決

裁）の一部を次のように改正する。 

 

 

・「（別記）現場説明書等における記載例」の仙台市水道局ホームページの URL 表記を、ウェ

ブサイトの階層内でユーザーの現在位置を示す、いわゆる「パンくずリスト」表記へ変更する。 

 

・「（別記）現場説明書等における記載例」における要領の改正時点の記載を追記。 

 

 

 

附 則（令和 8年 5月 8日改正） 

この改正は、令和 8年 5月 11日から実施する。 


